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◇原判決(大阪高裁）は,勤労収入が適正に届け出られていれば, ･昭和36年4月’

日付け厚生事務次官通知｢生活保護法による保護の実施要領についてj第8－3一"）
に基づく基礎控除に相当する額ば原告の世帯の収入とは認定されていなかったはずで．
あるから,上記78条による徴収額決定に係る徴収額の算定に当たり,遷礎控除に相
当する額を控除しなければ違法となると判断し’徴収額決定のうち基礎控除に相当す
.る部分を取り消すなどした。
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◇最高裁における争点は，同条に基づく費用徴収額決定に係る徴収額の算定に当たりj
上記の雛控除の額に相当する額を控除しないことが違法であるか否かである｡ ．．

た鰡駕熟轤謡彗星墨撫菫巽総菫畷竈墓
収額決定の対象とすることができ,勤労収入相当額から基礎控除相当額を控除せずに徴
収する旨の決定がされたとしても,、違法とはいえない旨を主張している。
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